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区災害対策本部運営訓練シナリオ作成等支援業務 

実施要領（公募型プロポーザル） 

 

１ 案件名称 

区災害対策本部運営訓練シナリオ作成等支援業務 

 

２ 業務内容に関する事項 

（１）業務内容・履行場所 

別紙「業務仕様書」のとおり 

（２）事業規模（契約上限額） 

金 6,000,000 円（消費税含む） 

（３）契約期間 

契約締結の日から令和９年３月 31 日（水曜） 

 

３ 契約に関する事項 

（１）契約の方法 

神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市と協議のうえ、

業務仕様書及び企画提案書に基づき決定する。 

なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、

契約締結をしないことがある。 

（２）委託料の支払い 

業務完了後、本市の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。 

（３）契約書案 

別紙「頭書及び委託契約約款」参照 

（４）契約保証金に関する事項 

契約保証金の額は、神戸市契約規則第 24 条第１項の規定により契約金額の 100 分の 

3 以上の額とする。ただし、神戸市債又は国債の提供をもって契約保証金に代えること

ができる。また、履行保証保険契約の締結を行った場合、その他、規則第 25 条の規定

に該当する場合は、契約保証金の納付は免除する。 

（５）その他 

契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が神戸市契約事務等からの暴力団等の

排除に関する要綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 

４ 応募資格、必要な資格・許認可等 

次に掲げる条件のすべてに該当すること。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないものであること。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）または民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づく更生手続きまたは再生手続きを行っている者でないこと。 

（３）参加申請関係書類の提出期間の最終日から契約候補者選定までの間に、神戸市指名停

止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと。 

（４）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第２項に掲げる暴力団及びその利益となる活動を行う等、神戸市契

約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第 5 条各号に該当する団体でないこと。

また、神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受け

ていないこと。 

（５）本業務の遂行にかかる関係者等との連絡、調整、打ち合せ等を円滑に行い得る能力を

有していること。 

  



2 

５ スケジュール 

（１）公募開始   令和８年４月１日（水曜） 

（２）参加申請締切  令和８年 4 月 14 日（火曜） 

（３）参加資格決定通知  令和８年 4 月 17 日（金曜）頃 

（４）質問受付締切  令和８年４月 24 日（金曜） 

（５）質問に対する回答  令和８年５月８日（金曜） 

（６）企画提案書の提出期限 令和８年 5 月 22 日（金曜） 

（７）選定委員会  令和８年 5 月末頃 

（８）選定結果通知  令和８年６月頃 

（９）契約締結・事業開始 令和８年６月頃 

（10）事業完了   令和９年３月 31 日（水曜） 

 

６ 応募手続き等に関する事項 

（１）各書類の配布 

①交付日 

令和８年４月１日（水曜）から令和８年４月 14 日（火曜） 

②交付場所 

本市ホームページの「事業者募集」のページに掲載（郵送による交付は行わない。） 

③配布資料 

ア 公募型プロポーザル実施要領（本書） 

イ 業務仕様書（別紙） 

ウ 参加申請書（様式１号） 

エ 神戸市契約等からの暴力団関係者排除に係る誓約書（様式２－１、２－２号） 

オ 共同企業体参加届出書（様式３号） 

カ 質問書（様式４号） 

 

（２）参加申請手続き 

①受付期間 

令和８年４月１日（水曜）から令和８年４月 14 日（火曜） 

②提出先・提出方法 

本書末尾「９ 担当部署」まで持参又は郵送のいずれかの方法により提出してく 

ださい。 

※郵送の場合は、書留等の受取記録が残る方法で上記の受付期間までに必着する

こと 

※持参による受付時間：土・日・祝日を除く、9 時から 17 時まで（正午から 13 時

までを除く) 

③提出書類 

ア 会社概要・団体概要（様式任意） 

イ 法人登記簿謄本（提出日前３か月以内に発行された正本） 

ウ 印鑑証明書（提出日前３か月以内に発行された正本） 

エ 委任状（代表者以外の者が申請する場合のみ） 

オ 法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税の各納税証明書 

（直近１年分）（滞納がないことが証明できる納税証明書によること） 

カ 神戸市契約等からの暴力団関係者排除に係る誓約書 

（様式２－１、２－２号） 

キ 共同企業体参加届出書（様式３号） 

④参加資格決定通知 

令和８年４月 17 日（金曜）頃に通知する。 

ア 参加資格がないと通知された応募者は、当該通知を受けた日の翌日から起算 
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して７日（休日等を除く）以内に、参加資格がないと認めた理由（以下「無資 

格理由」という。）について、書面で説明を求めることができる。 

イ 無資格理由について説明を求められた場合、原則として説明を求めることが 

  できる期間の末日の翌日から起算して 10 日（休日等を除く）以内に、説明を 

  求めた者に対し書面により回答する。 

⑤配布資料 

参加資格決定通知とあわせ、以下の資料を配布する。 

・令和７年度のモデル区防災組織計画およびそれに付随するマニュアル一式 

 

（３）質問の受付 

①受付期間 

令和８年４月 24 日（金曜）17 時まで 

②提出先・提出方法 

本書末尾「９ 担当部署」まで電子メールで提出してください。 

件名は「【質問書】区災害対策本部運営訓練シナリオ作成等支援業務」としてくだ

さい。 

   ③提出書類 

「質問書（様式４号）」 

④質問に対する回答 

全員に対して令和８年５月８日（金曜）17 時までに電子メールにより回答。 

 

（４）参加申請書・企画提案書・見積書の提出 

① 企画提案書 

Ａ４版とし、様式は PDF とする。 

枚数は、５ページ以内とする。 

必須記載項目は、以下のとおりとする。 

ア 事業者の企業概要、本業務の遂行に係る実施能力と根拠（２ページ以内） 

イ 本業務に対する考え方や実施手法等の具体的な企画提案（３ページ以内） 

・初動期（発災～24 時間）および応急期（24 時間～１週間）の区災害対策

本部の各班の動きが検証・確認できるようなシナリオ作成方法を具体的

に提案すること 

・ワークショップの実施内容や実施回数、到達目標などを具体的に提案する

こと 

② 見積書 

ア 様式 

様式は問わない。ただし、Ａ４サイズ片面とする。 

イ 記載事項 

次に掲げる事項をすべて記載すること。 

（ア）見積年月日、見積書の有効期限、事業者の名称、所在地、代表者の氏名及

び連絡先（担当者の氏名及び電話番号）を記入すること。 

（イ）業務ごとにかかる費用の額、及び総額、消費税及び地方消費税額、全ての

業務にかかる費用の総額。なお、費用総額は、契約金額の上限までとする。 

（ウ）訓練の会場費用については、見積金額には含めない。会場設営に要する費

用については、見積金額に含めること。 

③ 提出期限 

令和８年５月 22 日（金曜）17 時（必着） 

④ 提出先・提出方法 

本書末尾「９ 担当部署」まで持参又は郵送のいずれかの方法により提出してく 

ださい。 
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※郵送の場合は、書留等の受取記録が残る方法で上記の受付期間までに必着す

ること 

※持参による受付時間：土・日・祝日を除く、9 時から 17 時まで（正午から 13

時までを除く) 

⑤ 提出書類 

ア CD 等でデータ提出するもの（１部） 

（ア）企画提案書 

（イ）見積書（様式任意） 

イ 書類提出するもの（各１部） 

（ア） プロポーザル参加申請書（様式１号） 

（イ） 会社概要・団体概要（様式任意） 

（ウ） 法人登記簿謄本（提出日前３か月以内に発行された正本） 

（エ） 印鑑証明書（提出日前３か月以内に発行された正本） 

（オ） 委任状（代表者以外の者が申請する場合のみ） 

（カ） 法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税の各納税証明書 

（直近１年分） （滞納がないことが証明できる納税証明書によること） 

（キ） 神戸市契約等からの暴力団関係者排除に係る誓約書 

（様式２－１、２－２号） 

（ク） 共同企業体参加届出書（様式３号） 

 

７ 選定に関する事項 

（１）評価基準 

審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。 

① 業務目的および業務内容の理解度【40 点】 

② 業務遂行にあたっての業務体制、類似業務の実績【20 点】 

③ 工程の計画性、実施手順の妥当性【20 点】 

④ 地元企業に対する加点【10 点】 

⑤ 費用積算根拠の妥当性【10 点】 

（２）選定方法 

① 本企画提案の審査については、選定委員会が行い、その意見を受けて選定する。 

② 選定委員は、評価基準に沿って企画提案書の審査を行う。 

③ 審査の結果、評価点が最も高い事業者が複数いる場合は、業務目的および業務内

容の理解度の得点が高い方とする。 

（３）失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 

① 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 

② 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと 

③ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開

示すること 

④ 提出書類に虚偽の記載を行うこと 

⑤ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 

（４）選定結果の通知及び公表 

評価結果及び選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に通知し、また、本市ホーム

ページに掲載する。本市ホームページには、選定した事業者名と総得点、他の応募者の

総得点を掲示する。 

 

８ その他（提案に要する費用、条件等） 

① 企画提案書の作成に要する費用は、参加者の負担とする。 

② 採用された企画提案書は、神戸市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、
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法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 

③ すべての企画提案書は返却しない。 

④ 提出された企画提案書は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で使用しない

（神戸市情報公開条例に基づく公開を除く）。 

⑤ 期限後の提出、差し替え等は認めない。 

⑥ 参加申請後に神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止又は神戸市契約事務等

からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けた者の公募型プロポ

ーザル参加は無効とする。 

 

９ 担当部署 

神戸市危機管理局危機対策課 

住所：〒650－8570 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

電話番号：078-322-6456 

電子メール：kiki_response@city.kobe.lg.jp 

mailto:kiki_response@city.kobe.lg.jp

